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平成 29 年 11 月 2 日付け厚生労働省発生食 1102 第 1 号をもって厚生労働大臣から

食品安全委員会に意見を求められた食品「高オレイン酸含有ダイズ DP-305423-1、除

草剤グリホサート耐性ダイズ MON89788 系統及び除草剤ジカンバ耐性ダイズ

MON87708 系統からなる組合せの全ての掛け合わせ品種（既に安全性評価が終了し

た除草剤グリホサート耐性ダイズ MON89788 系統及び除草剤ジカンバ耐性ダイズ

MON87708 系統を掛け合わせた品種を除く。）」に係る食品健康影響評価について、

当専門調査会において審議を行った結果は別添のとおりですので報告します。 
 

CO189360
テキストボックス
資料３－７



 

 

 

 

 

 

 

遺伝子組換え食品等評価書 

 

高オレイン酸含有ダイズ DP-305423-1、 

除草剤グリホサート耐性ダイズ MON89788系統

及び除草剤ジカンバ耐性ダイズ MON87708系統

からなる組合せの全ての掛け合わせ品種 

（既に安全性評価が終了した除草剤グリホサート耐

性ダイズ MON89788系統及び除草剤ジカンバ耐性ダ

イズ MON87708系統を掛け合わせた品種を除く。） 

 

 

２０１８年１月 

 

食品安全委員会遺伝子組換え食品等専門調査会 

 



 

1 

＜審議の経緯＞ 
2017 年 11 月 2 日 厚生労働大臣から遺伝子組換え食品等の安全性に係る食品健

康影響評価について要請（厚生労働省発生食 1102 第 2 号）、

関係書類の接受 

2017 年 11 月 7 日 第 672 回食品安全委員会（要請事項説明） 

2017 年 11 月 24 日 第 167 回遺伝子組換え食品等専門調査会 
2017 年 12 月 12 日 第 677 回食品安全委員会（報告） 

2017 年 12 月 13 日から 2018 年 1 月 11 日まで 国民からの意見・情報の募集 
2018 年 1 月 17 日 遺伝子組換え食品等専門調査会座長から食品安全委員会委員

長へ報告 
 

 

＜食品安全委員会委員名簿＞ 
佐藤 洋（委員長） 
山添 康（委員長代理） 
吉田 緑 
山本 茂貴 
石井 克枝 
堀口 逸子 
村田 容常 

 

 

＜食品安全委員会遺伝子組換え食品等専門調査会専門委員名簿＞ 

中島 春紫（座長） 

小関 良宏（座長代理） 

児玉 浩明（座長代理） 

岡田 由美子    手島 玲子 

橘田 和美     樋口 恭子 

近藤 一成     山川 隆 

鈴木 秀幸     吉川 信幸 

柘植 郁哉 

 

 

＜専門参考人＞ 

 澤田 純一（独立行政法人医薬品医療機器総合機構テクニカルエキスパート） 
 （第 167 回遺伝子組換え食品等専門調査会） 



 

2 

要  約 
 

「高オレイン酸含有ダイズ DP-305423-1、除草剤グリホサート耐性ダイズ

MON89788 系統及び除草剤ジカンバ耐性ダイズ MON87708 系統からなる組合せの

全ての掛け合わせ品種（既に安全性評価が終了した除草剤グリホサート耐性ダイズ

MON89788 系統及び除草剤ジカンバ耐性ダイズ MON87708 系統を掛け合わせた品

種を除く。）」について、申請者提出の資料を用いて食品健康影響評価を実施した。 

 

本品種は、既に安全性評価が終了しヒトの健康を損なうおそれはないと判断されて

いる高オレイン酸含有の形質が付与された 1 系統及び除草剤耐性の形質が付与された

2 系統の計 3 系統を親系統として、従来の手法で掛け合わせて得られるものであり、

これら 3 系統に付与された形質を全て併せ持つものである。遺伝的分離によって本品

種から収穫される種子には、3 系統の掛け合わせ品種及び 2 系統の掛け合わせ品種（3
品種）の合計 4 品種から収穫される種子と同じものが含まれることになる。これら 4
品種のうち、安全性評価が終了した 1 品種を除く 3 品種の安全性評価を同時に実施し

た。 
 
本品種は、挿入された遺伝子によって宿主の代謝系が改変され、特定の栄養成分を

高めた形質が付与されるもの及び除草剤耐性の形質が付与されるものを掛け合わせた

品種である。したがって、「遺伝子組換え植物の掛け合わせについての安全性評価の

考え方」（平成 16 年 1 月 29 日食品安全委員会決定）における、安全性の確認を必要

とするものに該当し、「遺伝子組換え食品（種子植物）の安全性評価基準」（平成 16
年 1 月 29 日食品安全委員会決定）に基づき評価した結果、ヒトの健康を損なうおそ

れはないと判断した。 
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Ⅰ．評価対象食品の概要 
名 称：高オレイン酸含有ダイズ DP-305423-1、除草剤グリホサート耐性ダイズ

MON89788 系統及び除草剤ジカンバ耐性ダイズ MON87708 系統から

なる組合せの全ての掛け合わせ品種（既に安全性評価が終了した除草剤

グリホサート耐性ダイズ MON89788 系統及び除草剤ジカンバ耐性ダイ

ズ MON87708 系統を掛け合わせた品種を除く。）※ 
性 質：高オレイン酸含有、除草剤グリホサート耐性及び除草剤ジカンバ耐性 
申請者：デュポン・プロダクション・アグリサイエンス株式会社 
開発者：Pioneer Hi-Bred international, Inc.（米国） 

 
※評価対象食品の掛け合わせ品種は以下のとおり。 
（１）高オレイン酸含有ダイズ DP-305423-1（以下「DP-305423-1」という。）及

び除草剤グリホサート耐性ダイズ MON89788 系統（以下「MON89788」とい

う。）を掛け合わせた品種 
（２）DP-305423-1 及び除草剤ジカンバ耐性ダイズ MON87708 系統（以下

「MON87708」という。）を掛け合わせた品種 
（３）DP-305423-1、MON89788 及び MON87708 を掛け合わせた品種 
 

本掛け合わせ品種は、既に安全性評価が終了しヒトの健康を損なうおそれはない

と判断されている DP-305423-1、MON89788 及び MON87708 を親系統として、

従来の手法で掛け合わせて得られるものであり、これら 3 系統に付与された形質を

全て併せ持つ品種である。遺伝的分離によって本掛け合わせ品種から収穫される種

子には、3 系統の掛け合わせ品種及び 2 系統の掛け合わせ品種（3 品種）の合計 4
品種から収穫される種子と同じものが含まれることになる。 
これら 4 品種のうち、MON89788 及び MON87708 を掛け合わせた品種につい

ては安全性評価が終了しており、改めて安全性の確認を必要とするものではないと

判断されている。したがって、この 1 品種を除く 3 品種の安全性評価を同時に行う

ものである。 
 

Ⅱ．食品健康影響評価 
本掛け合わせ品種は、挿入された遺伝子によって宿主の代謝系が改変され、特定

の栄養成分を高めた形質が付与されるもの及び除草剤耐性の形質が付与されるも

のを掛け合わせた品種であり、「遺伝子組換え植物の掛け合わせについての安全性

評価の考え方」（平成 16 年 1 月 29 日食品安全委員会決定）において、安全性の確

認を必要とする掛け合わせに該当することから、「遺伝子組換え食品（種子植物）の

安全性評価基準」（平成 16 年 1 月 29 日食品安全委員会決定）に基づき安全性評価

を行った。 
なお、同基準の第２章第１から第５まで及び第６の一部の安全性に関する知見は、

親系統である DP-305423-1、MON89788 及び MON87708 の安全性評価の際に得

られており、本掛け合わせ品種の安全性評価に当たっては、従来の掛け合わせ品種
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の安全性評価における基本的事項に加え、親系統に導入した遺伝子により付与され

た形質の安定性、遺伝子産物の代謝経路への影響及び親系統で変動の見られた構成

成分等の変化を主要な評価事項とすることが妥当であると考えられる。 

 
 １．安全性評価において検討が必要とされる基本的事項 
（１）導入された遺伝子により新たに付与された形質 

本掛け合わせ品種の親系統である DP-305423-1、MON89788 及び

MON87708 において新たに付与された形質は、以下のとおりである。 

① gm-fad2-1 遺伝子断片 
   DP-305423-1 に導入された gm-fad2-1 遺伝子は、オレイン酸からリノール

酸への生合成を触媒するω-6 デサチュラーゼをコードするダイズ内在性

FAD2-1 遺伝子の一部領域から成る DNA 断片である。本遺伝子発現カセット

から産生される転写産物はジーンサイレンシングを誘導してω-6 デサチュラ

ーゼの発現を抑制し、その結果、種子中のリノール酸及びその下流のリノレン

酸含有量が減少し、オレイン酸含有量が増加する。 
 

② GM-HRA タンパク質 
DP-305423-1 に導入された gm-hra 遺伝子がコードする GM-HRA タンパ

ク質は、ピルビン酸及びα-ケト酪酸を基質とする分枝アミノ酸合成経路中の

アセト乳酸合成を触媒する酵素である。本タンパク質は除草剤アセト乳酸合

成酵素阻害剤存在下でも活性を有するため、植物に当該除草剤に対する耐性

を付与する。 
 

③ 改変 CP4 EPSPS タンパク質 
MON89788 に導入された改変 cp4 epsps 遺伝子がコードする改変 CP4 

EPSPS タンパク質は、ホスホエノールピルビン酸（PEP）及びシキミ酸-3-リ
ン酸塩（S3P）を基質とする芳香族アミノ酸を生合成するためのシキミ酸経路

を触媒する酵素である。本タンパク質は、除草剤グリホサート存在下でも活性

を有するため、植物に当該除草剤に対する耐性を付与する。 
 

④ 改変 DMO タンパク質 

MON87708 に導入された改変 dmo 遺伝子がコードする改変 DMO タンパ

ク質は、除草剤ジカンバを脱メチル化し、除草活性のない 3,6-ジクロロサリチ

ル酸（DCSA）とホルムアルデヒドに変換する反応を触媒する酵素である。本

タンパク質は、除草剤ジカンバを不活性化することにより、植物に当該除草剤

に対する耐性を付与する。 

  

（２）亜種間での交配の有無 

本掛け合わせ品種の親系統である DP-305423-1、MON89788 及び

MON87708 は、いずれも分類上同一種のダイズ（Glycine max (L.) Merr.）であ
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り、亜種間の掛け合わせは行っていない。 
 

（３）摂取量・食用部位・加工法等の変更の有無 

本掛け合わせ品種は、親系統である DP-305423-1、MON89788 及び

MON87708 並びに従来のダイズと、摂取量、食用としての使用部位、加工法等

の利用目的及び利用方法に変更はない。 

 ２．組換え体に導入された遺伝子の安定性に関する事項 
意図して栄養改変を行ったオレイン酸、リノール酸及びリノレン酸について、

本掛け合わせ品種及び DP-305423-1 の種子中の含有量を分析した結果、いずれも

同程度であることが確認された（参照 1）。 

本掛け合わせ品種及び各親系統の葉及び種子の ELISA 分析により、各除草剤耐

性タンパク質（GM-HRAタンパク質、改変CP4-EPSPSタンパク質及び改変DMO
タンパク質）の発現が確認された（参照 2）。 

以上のことから、各親系統に導入した遺伝子により付与されたいずれの形質も、

本掛け合わせ品種において安定して維持されていることが確認された。 
 

 ３．遺伝子産物（タンパク質）の代謝経路への影響に関する事項 
本掛け合わせ品種に産生される除草剤耐性タンパク質（GM-HRA タンパク質、

改変 CP4 EPSPS タンパク質及び改変 DMO タンパク質）は酵素活性を有するも

のの、いずれも特定の基質に対する反応性を有し、関連する代謝経路は互いに独

立している。 
gm-fad2-1 遺伝子断片はタンパク質の翻訳領域ではなく、新たなタンパク質が

産生されるとは考え難く、また、gm-fad2-1 遺伝子発現カセットから産生される

転写産物が関与する代謝経路と上記の除草剤耐性タンパク質が関与する代謝経路

は互いに独立している。 
以上のことから、各親系統に導入した遺伝子により付与されたいずれの形質も、

その作用機作は独立しており、本掛け合わせ品種において互いに影響し合わない

と考えられた。 
 

 ４．宿主との差異に関する事項 
親系統のうち DP-305423-1 において、非組換えダイズとの間で、意図して栄養

改変を行ったオレイン酸等以外に統計学的に有意な変化が認められたヘプタデカ

ン酸及びヘプタデセン酸について、本掛け合わせ品種及び DP-305423-1 の種子中

の含有量を分析した結果、いずれも同程度であることが確認された（参照 1）。 
 

Ⅲ．食品健康影響評価結果 
「高オレイン酸含有ダイズ DP-305423-1、除草剤グリホサート耐性ダイズ

MON89788 系統及び除草剤ジカンバ耐性ダイズ MON87708 系統からなる組合せ

の全ての掛け合わせ品種（既に安全性評価が終了した除草剤グリホサート耐性ダイ
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ズ MON89788 系統及び除草剤ジカンバ耐性ダイズ MON87708 系統を掛け合わせ

た品種を除く。）」については、挿入された遺伝子によって宿主の代謝系が改変さ

れ、特定の栄養成分を高めた形質が付与されるもの及び除草剤耐性の形質が付与さ

れるものを掛け合わせた品種である。したがって、「遺伝子組換え植物の掛け合わ

せについての安全性評価の考え方」（平成 16 年 1 月 29 日食品安全委員会決定）に

おける、安全性の確認を必要とするものに該当し、「遺伝子組換え食品（種子植物）

の安全性評価基準」（平成 16 年 1 月 29 日食品安全委員会決定）に基づき評価した

結果、ヒトの健康を損なうおそれはないと判断した。 
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＜参照＞ 
1. Fatty Acid Composition of an Herbicide-Treated Soybean Line Containing the 

Combined Trait Product DP-305423-1xMON-87708-9xMON-89788-1:U.S.Test 
Sites（社内報告書） 

2. Expressed Trait Protein Concentration of a Soybean Line Containing the 
Combined Trait Product DP-305423-1xMON-87708-9xMON-89788-1:U.S.Test 
Sites（社内報告書） 



「高オレイン酸含有ダイズ DP-305423-1、除草剤グリホサート耐性ダイズ MON89788

系統及び除草剤ジカンバ耐性ダイズ MON87708 系統からなる組合せの全ての掛け合

わせ品種（既に食品健康影響評価が終了した除草剤グリホサート耐性ダイズ

MON89788 系統及び除草剤ジカンバ耐性ダイズ MON87708 系統を掛け合わせた品種を

除く。）」に係る食品健康影響評価に関する審議結果（案）についての意見・情報の

募集結果について 

 
 
１．実施期間 平成２９年１２月１３日～平成３０年１月１１日 
 
 
２．提出方法 インターネット、ファックス、郵送 
 
 
３．提出状況 ２通 
 
 
４．意見・情報の概要及び食品安全委員会の回答 
 

意見・情報の概要 遺伝子組換え食品等調査会の回答 

遺伝子組み換えに関して日本では

世界で突出する数の承認がなされ

ていますが、私ども消費者は、動

物実験による発がんや健康悪化

に、人間にも被害があることを懸

念しています。 

米国の農地ではラウンドアップで

枯れないスーパー雑草が発生し広

がり、ラウンドアップに枯葉剤を

混ぜると枯葉剤耐性のスーパー雑

草が発生するという悪循環で農薬

使用の増加と土壌の悪化を招いて

いるようです。そのためアメリカ

では反対運動も起きています。 

このまま許可を続ければ、日本人

の健康被害が心配されます。ぜひ

承認を中止し、厳しく検討いただ

くことを希望します。 

食品安全委員会は、国民の健康の保

護が最も重要であるという基本的認識

の下、規制や指導等のリスク管理を行

う関係行政機関から独立して、科学的

知見に基づき客観的かつ中立公正に食

品に含まれる可能性のある危害要因が

人の健康に与える影響について食品健

康影響評価を行っています。 

本ダイズについては、「遺伝子組換え

植物（種子植物）の安全性評価基準」（平

成 16年 1月 29日食品安全委員会決定）

に基づき、評価を行った結果、ヒトの

健康を損なうおそれはないと判断しま

した。 

なお、遺伝子組換え食品の承認に関

する御意見及び農薬の使用増加と土壌

の悪化に関する御意見は、リスク管理

に関するものと考えられることからそ

れぞれ厚生労働省並びに農林水産省及

び環境省へお伝えします。 

参  考 



○食品安全委員会の専門委員の人

員数の削減について 

○人間と動物の食物消化の差異に

ついて 

○動物実験について 

いただきました政策提案は、本食品

健康影響評価の審議結果案に関係しな

いと考えられましたので、一般的な食

品安全委員会に対するご意見として承

りました。 
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